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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡｌＧａＮ層を含むヘテロ接合半導体装置の製造方法であって、
　（ａ）ＡｌＧａＮ層上のゲート電極が配置される領域に、金属から成るダミー電極を形
成する工程と、
　（ｂ）異方性のある装置を用いて、前記ダミー電極側面を露出させつつ、前記ＡｌＧａ
Ｎ層上に誘電膜を堆積させる工程と、
　（ｃ）前記ダミー電極をウェットエッチング処理によって除去することにより、前記誘
電膜に開口を形成する工程と、
　（ｄ）前記開口内からその周辺の前記誘電膜上に延在する前記ゲート電極を形成する工
程とを備えることを特徴とする、
半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記工程（ｂ）が、前記工程（ｃ）において前記ダミー電極よりも除去比率が低い前記
誘電膜を堆積させる工程であることを特徴とする、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記工程（ｂ）が、Ｃａｔ－ＣＶＤ法によって前記誘電膜を堆積させる工程であること
を特徴とする、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項４】
　前記工程（ｂ）が、ＥＣＲスパッタ法によって前記誘電膜を堆積させる工程であること
を特徴とする、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記工程（ｂ）が、前記ＡｌＧａＮ層と接する前記ダミー電極の厚さよりも薄く前記誘
電膜を堆積させる工程であることを特徴とする、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記工程（ａ）が、Ｔ型の形状である前記ダミー電極を形成する工程であることを特徴
とする、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記工程（ａ）が、２層以上のダミー材料から前記ダミー電極を形成する工程であり、
　前記ＡｌＧａＮ層に接する前記ダミー材料が、他の前記ダミー材料よりも酸またはアル
カリ溶液に溶けやすいことを特徴とする、
請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置の製造方法に関し、特に、ＡｌＧａＮ層を含むヘテロ接合を有する
半導体装置のゲート電極の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の一例としての窒化物を含むヘテロ接合電界効果型トランジスタにおいて、
高周波化に伴いゲート長を短くするとゲート電極の断面積が減少し、ゲート抵抗が増大す
る。これを回避するために、ゲート電極上部に傘を開いたような形状（庇状形状。張り出
して乗り上げた形）に金属部を増大させ、半導体層と接する実質的ゲート長を短くした状
態で、ゲート電極の断面積を大きくしてゲート抵抗を低減する方法がある。
【０００３】
　さらに、窒化物を含む半導体からなるヘテロ接合電界効果型トランジスタにおいて、特
徴的な電流コラプスを抑制するために、増大させた金属部と半導体層の間に誘電膜を挿入
して、ドレイン電極に高電圧を印加した際にドレイン電極側のゲート電極端に集中する電
界を緩和する。例えば、非特許文献１がその代表例として挙げられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｙｕｎｊｕ　Ｓｕｎ、Ｌｅｓｔｅｒ　Ｆ．Ｅａｓｔｍａｎ，「ＩＥＥＥ
　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＯＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ　ＤＥＶＩＣＥＳ　Ｖｏｌ．５２
」，２００５，ｐ．１６８９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　窒化物を含む半導体からなるヘテロ接合電界効果型トランジスタにおいて、ゲート長を
できるだけ短く、かつ、ゲート電極の断面積を大きくするために、傘を開いたような形状
（庇状形状。張り出して乗り上げた形）の構造とし、かつ、断面積を増大させる傘と半導
体の間に誘電膜を挿入した構造とするためには、ゲート電極を形成する前に半導体上に誘
電膜を形成し、その後、ゲート電極を形成する領域の誘電膜をドライエッチング法によっ
て除去し、その後に、除去した領域を覆うようにゲート電極を堆積する必要がある。
【０００６】
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　しかしながら、このような方法をとった場合、ドライエッチング処理の際に半導体層に
ダメージが形成され、ゲートリーク電流や電流コラプス特性が劣化するという問題があっ
た。
【０００７】
　または、ゲート電極を形成した後に誘電膜を形成すると、傘と半導体の間の領域に誘電
膜を挿入することが困難となるという問題があった。
【０００８】
　また、矩形のゲート電極を形成した後に誘電膜を形成し、さらにゲート電極直上の誘電
膜を除去した後にゲート電極を覆うように再度、電極を形成すれば、半導体にドライエッ
チング処理のダメージを与えることは避けられる。しかしこの場合には、ゲート電極より
も高い解像度でゲート電極上にリソグラフィを行う必要があり、その分だけゲート電極が
長くなってしまい、高い周波数特性が得られないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、ヘテロ接合を有す
る半導体装置において、ゲート抵抗を低減しつつ高周波特性を実現するゲート電極を容易
に形成できる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に関する半導体装置の製造方法は、ＡｌＧａＮ層を含むヘテロ接合半導
体装置の製造方法であって、（ａ）ＡｌＧａＮ層上のゲート電極が配置される領域に、金
属から成るダミー電極を形成する工程と、（ｂ）異方性のある装置を用いて、前記ダミー
電極側面を露出させつつ、前記ＡｌＧａＮ層上に誘電膜を堆積させる工程と、（ｃ）前記
ダミー電極をウェットエッチング処理によって除去することにより、前記誘電膜に開口を
形成する工程と、（ｄ）前記開口内からその周辺の前記誘電膜上に延在する前記ゲート電
極を形成する工程とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の上記態様によれば、ＡｌＧａＮ層を含むヘテロ接合半導体装置の製造方法であ
って、（ａ）ＡｌＧａＮ層上のゲート電極が配置される領域に、金属から成るダミー電極
を形成する工程と、（ｂ）異方性のある装置を用いて、前記ダミー電極側面を露出させつ
つ、前記ＡｌＧａＮ層上に誘電膜を堆積させる工程と、（ｃ）前記ダミー電極をウェット
エッチング処理によって除去することにより、前記誘電膜に開口を形成する工程と、（ｄ
）前記開口内からその周辺の前記誘電膜上に延在する前記ゲート電極を形成する工程とを
備えることにより、ヘテロ接合半導体装置において、ゲート抵抗を低減しつつ高周波特性
を実現するゲート電極を容易に形成できる。

【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に関する半導体装置の構造を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に関する半導体装置の製造工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００１４】
　＜実施形態＞
　＜構成＞
　図１は、本発明の実施形態に関するヘテロ接合を有する半導体装置の構造を示す図であ
る。本実施形態では特に、窒化物半導体からなるヘテロ接合電界効果型トランジスタの構
造が示されている。
【００１５】
　図１に示されるようにヘテロ接合電界効果型トランジスタは、最下層に形成された窒化
物半導体からなる基板１と、基板１上に形成されたバッファ層２と、バッファ層２上に形
成された窒化物半導体からなるチャネル層３と、チャネル層３上に形成された、チャネル
層３とヘテロ接合を形成する窒化物半導体からなるバリア層４と、バリア層４上に部分的
に形成されたソース電極５と、バリア層４上に部分的に形成されたドレイン電極６と、ソ
ース電極５、ドレイン電極６、バリア層４を覆って形成されたＳｉＮｘからなる誘電膜（
表面保護膜）８と、誘電膜８が形成されていないバリア層４上に形成されたゲート電極９
とを備える。
【００１６】
　このような構造とすることによって、ゲート電極９は半導体層（バリア層４）と接する
実質的ゲート長を短くした状態で、断面積が大きくなるようにゲート電極９上部を傘を開
いたような形状（庇状形状。張り出して乗り上げた形）にできる。
【００１７】
　さらに、ゲート電極９の増大させた上部の金属部と半導体層（バリア層４）の間に誘電
膜８が挿入された構造が可能となり、ゲートリーク電流や電流コラプスを抑制できる。
【００１８】
　なお、窒化物半導体層構造は、必ずしも上記のバッファ層２、チャネル層３、バリア層
４の３層から構成される必要はなく、トランジスタとして動作すれば、窒化物半導体、特
にＡｌＧａＮからなる層が１層でも形成されていればよい。
【００１９】
　また、誘電膜８は、必ずしもＳｉＮｘである必要はなく、誘電膜によってドレイン側の
ゲート電極９端にかかる電界を緩和できるものであればよい。例えば、ＳｉＯｘ、ＳｉＯ

ｘＮｙ、ＡｌｘＮｙ、ＡｌＯｘＮｙ、ＳｉＮｙ、ＨｆＯｘＮｙ等でもよい。
【００２０】
　なお、以上では、トランジスタとして動作する必要最小限の要素しか記載していないが
、最終的には、配線、バイアホール等の形成された構造においてデバイスとして用いられ
る。
【００２１】
　＜製造方法＞
　図２～図１０に、本発明に関する窒化物半導体からなるヘテロ接合電界効果型トランジ
スタの製造工程の一例を示す。なお図２～図１０は、本発明の実施形態に関する半導体装
置の製造工程を示す図である。
【００２２】
　まず図２に示されるように、基板１上にＭＯＣＶＤ法（Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：有機金属気相成長法）、ＭＢＥ
法（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ：分子線エピタキシー法）等のエピ
タキシャル成長法を適用することで、バッファ層２、チャネル層３、バリア層４をそれぞ
れ下から順にエピタキシャル成長させる。
【００２３】
　次に図３に示されるように、例えばＴｉ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｈｆ、Ｚｒ、Ｓｒ、Ｎｉ、Ｔａ
、Ａｕ、Ｍｏ、Ｗ等の金属、もしくは、これらから構成される多層膜を蒸着法やスパッタ
法を用いてリフトオフ法等により堆積した後、ＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａ
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ｎｎｅａｌ）法等を用いて合金化してオーミック特性となるソース電極５およびドレイン
電極６を形成する。
【００２４】
　次に図４に示されるように、例えばＮｂ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｚｒ等のＨＦに溶けやすい金属
、例えばＡｌ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ等のＨＣｌに溶けやすい金属、例えばＡｇ、Ｈｇ、Ｓｅ
、Ｚｎ等のＨＮＯ３に溶けやすい金属、例えばＢｅ、Ａｓ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｂ等の
Ｈ２ＳＯ４に溶けやすい金属、例えばＡｕ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｗ等の王水（ＨＮＯ３：
ＨＣｌ＝１：３）に溶けやすい金属を、蒸着法やスパッタ法により堆積し、リフトオフ法
等によりダミー電極７（ゲート部分に相当するダミー材料）を形成する。ダミー電極７は
、後のゲート電極９と半導体層（バリア層４）表面との接地面に対応するため、ゲート長
が極力短くなるように（接地面が狭くなるように）形成する。ダミー電極７の材料として
は、上記のように、酸等に溶けやすい金属が望ましい。後述する除去工程で誘電膜よりも
除去比率が高くなるためである。また例えば、半導体との密着性が悪い金属が挙げられる
。これも、後述する除去工程で除去しやすくするためである。なお、本実施形態では、ダ
ミー電極７に用いられる材料は金属であるが、後述するダミー材料の除去工程において除
去されうる材料であればよく、金属に限られるものではない。
【００２５】
　次に図５に示されるように、ダミー電極７を除去する際、酸の溶液がダミー電極７をエ
ッチング処理しやすくするために誘電膜８をダミー電極７側面に堆積させることのない、
例えばＣａｔ－ＣＶＤ（Ｃａｔａｌｙｔｉｃ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ：触媒化学気相成長法）法、ＥＣＲ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏ
ｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ：電子サイクロトロン共鳴）スパッタ法等の異方性のある手法を
用いて、例えばＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＯｘＮｙ等からなる誘電膜８を半導体層（バリ
ア層４）表面の垂直な方向のみに堆積する。ただし、誘電膜８を堆積させる手法は上記の
場合に限られるわけではなく、例えば異方性のある他の手法によって堆積させられてもよ
い。またこの際、ダミー電極７の一部側面を確実に露出させるため、ダミー電極７に比べ
誘電膜８の厚さを薄く堆積させる。
【００２６】
　次に図６に示されるように、例えばＨＣｌ、ＨＮＯ３、Ｈ２ＳＯ４、ＨＦ、王水（ＨＮ
Ｏ３：ＨＣｌ＝１：３）によるウェットエッチング処理等で半導体層（バリア層４）表面
や誘電膜８にダメージを与えることのないように、ダミー電極７を除去する。このように
して、ダミー電極７が除去された箇所には、誘電膜８の開口１０が形成される。
【００２７】
　次に図７に示されるように、例えばＴｉ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｈｆ、Ｚｒ、Ｓｒ、Ｎｉ、Ｔａ
、Ａｕ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ等の金属、もしくは、これらから構成される多層膜を、蒸着法や
スパッタ法を用いてリフトオフ法等により堆積して、ショットキー特性となるゲート電極
９を形成する。
【００２８】
　この際、ゲート電極９の断面積を大きくするために、ダミー電極７の除去時に開いた開
口１０よりもゲート長の広い、すなわち、開口１０内からその周辺の誘電膜８上に延在す
るようにゲート電極９を形成することで、ゲート長は短く、かつ、ゲート断面積が大きい
ゲート電極９が形成できる。よって、低抵抗、かつ、電界緩和型の傘を開いたような形状
（庇状形状。張り出して乗り上げた形）のゲート構造が形成できる。
【００２９】
　以上の方法により、ゲートリーク電流、電流コラプスを抑制した特性を持ち、図１に示
された構造を持つヘテロ接合電界効果型トランジスタが作製できる。以上では、トランジ
スタとして動作する必要最小限の要素しか記載していないが、最終的には配線、バイアホ
ール等の形成プロセスを経て、デバイスとして用いられる。
【００３０】
　＜変形例１＞
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　上記の実施形態では、ウェットエッチング処理によってダミー電極７の除去を行ってい
たが、超音波洗浄処理によってダミー電極７の除去を行ってもよい。
【００３１】
　図４に示された工程において、例えば応力が異なる金属膜を複数堆積した構造（例えば
Ｎｉ／Ｐｔ／Ａｕ等の層構造）等、誘電膜８よりも半導体層との密着性の低い金属を、蒸
着法やスパッタ法により堆積することで、その後、図６に示された工程において、例えば
超音波洗浄処理等の、従来のドライエッチング処理に比べ、半導体層（バリア層４）表面
や誘電膜８に対して低ダメージの処理を行うことによって、十分にダミー電極７の除去を
行うことができる。
【００３２】
　以上の方法により、半導体層（バリア層４）にダメージを与えることなく、ヘテロ接合
電界効果型トランジスタが作製することができる。
【００３３】
　＜変形例２＞
　上記の実施形態では、ダミー電極を１層の金属層で形成していたが、ダミー電極側面の
少なくとも一部を露出させ、後のウェットエッチングでダミー電極除去をしやすくするた
め、ダミー電極に２層以上の金属層を用いてＴ型ゲート形状に形成してもよい。
【００３４】
　図８に示されるように、例えばダミー電極１１とダミー電極１２とからなる、２層以上
の金属層を用いたダミー電極１３を形成してもよい。
【００３５】
　これら金属層の材料には、例えばＮｂ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｚｒ等のＨＦに溶けやすい金属、
例えばＡｌ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ等のＨＣｌに溶けやすい金属、例えばＡｇ、Ｈｇ、Ｓｅ、
Ｚｎ等のＨＮＯ３に溶けやすい金属、例えばＢｅ、Ａｓ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｓｂ等のＨ

２ＳＯ４に溶けやすい金属、例えばＡｕ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｗ等の王水（ＨＮＯ３：Ｈ
Ｃｌ＝１：３）に溶けやすい金属を用いることができる。そしてそれらの材料を蒸着法や
スパッタ法により堆積し、さらにリフトオフ法等を用いることによりダミー電極１１およ
びダミー電極１２からなるダミー電極１３（ゲート部分に相当するダミー材料）を形成す
る。
【００３６】
　この際、ダミー電極１１はダミー電極１２に比べ、例えば上記酸に対するエッチグレー
トが早い材料を使用することが望ましい。
【００３７】
　その後、図９で示されるように、形成されたダミー電極１３を酸によりエッチングする
ことで、１層目と２層目のエッチングレートの違いからＴ型の形状（バリア層４に接する
層よりもその上に形成された層の方が広い幅を持つ形状）を持つダミー電極１３が形成さ
れる。
【００３８】
　このような形状となることにより、さらに図１０で示されるように、ダミー電極１３の
ような構造を形成することで、後の誘電膜８堆積時にダミー電極１３の側面が少なくとも
一部露出し、ダミー電極１３を除去しやすくなる。
【００３９】
　また、ダミー電極１３が形成される位置は、後のゲート電極９と半導体層（バリア層４
）表面との接地面に対応する位置であるため、ゲート長が極力短くなるように形成するこ
とが望ましい。
【００４０】
　なお、本実施形態では、ダミー電極１１およびダミー電極１２に用いられる材料は金属
であるが、ダミー材料の除去工程において除去されうる材料であればよく、金属に限られ
るものではない。
【００４１】
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　＜効果＞
　本発明に関する実施形態によれば、半導体装置の製造方法は、ヘテロ接合半導体装置の
製造方法であって、（ａ）半導体層であるバリア層４上のゲート電極９が配置される領域
に、ダミー材料からなるダミー電極７を形成する工程と、（ｂ）バリア層４上に、ダミー
電極７を覆って、誘電膜８を堆積させる工程と、（ｃ）ダミー電極７を除去することによ
り、誘電膜８に開口１０を形成する工程と、（ｄ）開口１０内からその周辺の誘電膜８上
に延在するゲート電極９を形成する工程とを備える。
【００４２】
　このような構成によれば、ヘテロ接合半導体装置において、ゲート抵抗を低減しつつ高
周波特性を実現するゲート電極９を容易に形成できる。
【００４３】
　ゲート電極９は、端部において誘電膜８が潜り込んだ構造（庇状形状。張り出して乗り
上げた形）となるため、実質的なゲート長を短くした状態でゲート電極の断面積を大きく
して、ゲート抵抗を低減し、電流コラプスを抑制することができる。
【００４４】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ｃ）ダミー電極７を除去することにより、
誘電膜８に開口１０を形成する工程が、ウェットエッチング処理によってダミー材料とし
てのダミー電極７を除去する工程である。
【００４５】
　このような構成によれば、半導体層との密着性が低い材料や酸に溶けやすい材料で形成
されたダミー材料が、半導体層であるバリア層４に与えるダメージを抑制しつつ除去され
る。よって、ゲートリーク電流と電流コラプスを抑制することができる。
【００４６】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ｃ）ダミー電極７を除去することにより、
誘電膜８に開口１０を形成する工程が、超音波洗浄処理によってダミー材料としてのダミ
ー電極７を除去する工程である。
【００４７】
　このような構成によれば、半導体層との密着性が低い材料や酸に溶けやすい材料で形成
されたダミー材料が、半導体層であるバリア層４に与えるダメージを抑制しつつ除去され
る。よって、ゲートリーク電流と電流コラプスを抑制することができる。
【００４８】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ａ）半導体層であるバリア層４上のゲート
電極９が配置される領域に、ダミー材料からなるダミー電極７を形成する工程が、バリア
層４上のゲート電極９が配置される領域に、誘電膜８よりもバリア層４との密着性が低い
材料からなるダミー電極７を形成する工程である。
【００４９】
　このような構成によれば、超音波洗浄処理やウェットエッチング処理等の半導体層や誘
電膜８に対して低ダメージの処理を行うことで十分にダミー電極７を除去することができ
るため、ゲートリーク電流と電流コラプスを抑制することができる。
【００５０】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ｂ）バリア層４上に、ダミー電極７を覆っ
て、誘電膜８を堆積させる工程が、（ｃ）ダミー電極７を除去することにより、誘電膜８
に開口１０を形成する工程においてダミー電極７よりも除去比率が低い誘電膜８を堆積さ
せる工程である。
【００５１】
　このような構成によれば、超音波洗浄処理やウェットエッチング処理等の半導体層や誘
電膜８に対して低ダメージの処理を行うことで十分にダミー電極７を除去することができ
るため、ゲートリーク電流と電流コラプスを抑制することができる。
【００５２】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ｂ）バリア層４上に、ダミー電極７を覆っ
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て、誘電膜８を堆積させる工程が、Ｃａｔ－ＣＶＤ法によって誘電膜８を堆積させる工程
である。
【００５３】
　このような構成によれば、異方性のあるＣａｔ－ＣＶＤ法等で誘電膜８を堆積させるこ
とにより、ダミー電極７の露出した側面に堆積する誘電膜８を抑制することができ、後の
工程でダミー電極７を除去しやすくすることができる。
【００５４】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ｂ）バリア層４上に、ダミー電極７を覆っ
て、誘電膜８を堆積させる工程が、ＥＣＲスパッタ法によって誘電膜８を堆積させる工程
である。
【００５５】
　このような構成によれば、異方性のあるＥＣＲスパッタ法等で誘電膜８を堆積させるこ
とにより、ダミー電極７の露出した側面に堆積する誘電膜８を抑制することができ、後の
工程でダミー電極７を除去しやすくすることができる。

【００５６】
　本発明の実施形態では、各構成要素の材質、材料、実施の条件等についても記載してい
るが、これらは例示であって記載したものに限られるものではない。
【００５７】
　ここで、実際に実験を行った際の条件を記しておく。本実施形態で示されたダミー電極
７は、３６０ｎｍのＡｌを蒸着して形成した。また、表面保護膜８として、ｃａｔ－ＣＶ
Ｄ装置を用いてＳｉＮを１００ｎｍ堆積した。その後、塩酸を用いてウェットエッチング
を行うことで、本実施形態で示されるようにダミー電極７の除去を行うことができた。
【００５８】
　なお本発明は、その発明の範囲内において、本実施形態における任意の構成要素の変形
もしくは省略が可能である。
【００５９】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ａ）半導体層であるバリア層４上のゲート
電極９が配置される領域に、ダミー材料からなるダミー電極７を形成する工程が、Ｔ型の
形状であるダミー電極１３を形成する工程である。
【００６０】
　このような構成によれば、ダミー電極１３を形成するダミー電極１１とダミー電極１２
との間の、酸またはアルカリ溶液に対する溶けやすさ（エッチングレート）の違いを利用
してＴ型の形状のダミー電極１３を形成することにより、誘電膜８を堆積させる際、ダミ
ー電極１３の一部側面を露出させることができ、後の工程でダミー電極１３を除去しやす
くすることができる。
【００６１】
　また、本発明に関する実施形態によれば、（ｂ）バリア層４上に、ダミー電極１３を覆
って、誘電膜８を堆積させる工程が、ＡｌＧａＮ層（バリア層４）と接するダミー電極１
１の厚さよりも薄く誘電膜８を堆積させる工程である。
【００６２】
　このような構成によれば、ダミー電極１１に比べ膜厚の薄い誘電膜８を堆積させること
で、ダミー電極１３の一部側面を露出させることができ、後の工程でダミー電極１３を除
去しやすくすることができる。
【００６３】
　この際、誘電膜８は金属層より薄ければよいが、誘電膜８の厚さがダミー電極１３の高
さの半分以下だと、ダミー電極１３の側面が確実に露出するため、より望ましい。
【符号の説明】
【００６４】
　１　基板、２　バッファ層、３　チャネル層、４　バリア層、５　ソース電極、６　ド
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レイン電極、７，１１，１２，１３　ダミー電極、８　誘電膜、９　ゲート電極、１０　
開口。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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